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第２ 期島根創生計画（ 案） 骨子 
 

１  目指す将来像 

 

 

「 県民一人ひと り が愛着と 誇り を持っ て笑顔で暮ら せる 『 島根の暮ら し 』 を守り 、 その

暮ら し を次の世代に引き 継いでいく 」 と いう 県民の皆様の思い、 願いを実現する と いう 基

本的な考え方は変わっていないため、 第２ 期計画においても 、 目指す将来像を 上記のと お

り 描き ま す。  

 

２  計画の趣旨 

⑴ 島根創生計画は、 今後の施策運営の総合的・ 基本的な指針と し て、 県の最上位の行政

計画と なる も のです。  
 

⑵ 島根県の目指すべき 将来の姿を明ら かにする と と も に、今後５ か年（ 2025～2029 年度）

の目標や施策の基本的方向を示すも のです。  
 

⑶ 第２ 期計画は、 次の３ 編で構成し ま す。  

第１ 編 人口減少に打ち勝つための総合戦略 

第２ 編 生活を支える サービ ス の充実 

第３ 編 安全安心な県土づく り  

こ の３ つの柱ごと に政策・ 施策を構築し 、 島根創生を進めていき ま す。  

ま た、 こ の中では、 県が取り 組む政策等に加えて、 実質賃金についての都市と 地方の

格差是正、 県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を与える 為替水準の是正など 、 一

地方では解決でき ない日本経済や日本社会全体の課題への対策を 国に求めていく こ と も 、

計画の実現に欠かせないも のと し て盛り 込みま す。  

 

⑷ なお、「 第１ 編 人口減少に打ち勝つための総合戦略」 は、 別途策定する「 総合戦略ア

ク ショ ンプラ ン」 及び「 島根県Ｉ Ｃ Ｔ 総合戦略」 を含め、 ま ち・ ひと ・ し ごと 創生法第

９ 条に基づく 地方版総合戦略と し て位置づけら れる も のです。  

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ８ 日 
地 方 創 生 ・ 行 財 政 改 革 
調 査 特 別 委 員 会 資 料 
政策企画局政策企画監室 
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３  進捗管理 

⑴ 事業効果を 測る 目安と し て客観的な重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） を設定し て毎年度評

価を 行いま す。 評価結果は県議会のほか、 外部有識者によ る 会議に報告し 、 意見等を改

善に活かし ま す。  
 

⑵ 第１ 編の施策については、 別に「 総合戦略アク ショ ンプラ ン 」 を策定し 、 毎年度柔軟

に改善を図り ながら 推進し ま す。  

 

 

４  総合戦略の数値目標 

⑴ 基本的な考え方 

ア 島根創生計画は「 人口減少に打ち勝ち、 笑顔で暮ら せる 島根」 を目指す将来像と し

ま す。こ れは、 現在島根で暮ら さ れている 県民の皆様に加え、次の世代にも「 笑顔で暮

ら せる 島根」 を引き 継いでいく と いう も のであり 、 そのために、 人口減少に歯止めを

かけ、 将来にわたって人口を安定さ せる こ と を目指すも のです。  
 

イ  人口が将来的に安定し 、 かつ、 年少人口割合が増加し 、 生産年齢人口も 50％以上を

維持する ために必要な要素は、 合計特殊出生率を、 人口を維持する 水準と 同程度の値

と さ れている 2. 07 と する こ と 、 人口の社会移動を均衡さ せる こ と である こ と から 、 こ

れを長期の数値目標と し ま し た。  
 

ウ  こ の２ つの数値目標は、 平成 27 年（ 2015 年） に策定し ま し た「 ま ち・ ひと ・ し ごと

創生島根県総合戦略」 において設定し ていま し た。 第１ 期計画の策定に当たり 、 こ れ

ま で以上に人口減少対策を強化し ていく と いう 姿勢を 明確にする ため、 合計特殊出生

率 2. 07 の達成時期は 2040 年を５ 年前倒し し た 2035 年に、人口の社会移動の均衡につ

いては 2040 年から 10 年前倒し し た 2030 年と し ま し た。  
 

エ なお、 合計特殊出生率 2. 07 を目標と し ている 考え方は、 子ど も を産み育てたいと 希

望さ れる 県民の皆様の望みが叶う 環境を作っていく と いう 趣旨です。  

 

⑵ 第２ 期計画の考え方 

ア 次の世代にも 「 笑顔で暮ら せる 島根」 を引き 継いでいく ためには、 人口減少につな

がる 要因である 自然減と 社会減を改善し ていく 必要があり ま す。こ のため、引き 続き 、

合計特殊出生率 2. 07 と 人口の社会移動の均衡を長期の数値目標と し て掲げて、人口減

少対策に取り 組んでいき ま す。  
 

イ  こ の２ つの数値目標の状況について、 現状は低下傾向にあり ま す。 合計特殊出生率

については所得の低迷、 雇用の不安定化、 エネルギー価格・ 物価の高騰など の経済的

な要因など によ り 、若い世代において、日本全体で、子ど も を持と う 、育てよ う と いう

選択をためら わざる を 得ない状況が強ま り 、 全国の出生率の数値が低下し ていま す。

島根県においても 、 全国の影響を受けて低下し ており 、 令和５ 年（ 2023 年） の出生率

は、 計画の 1. 84 よ り 0. 38 低い 1. 46 と なっていま す。  
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  人口の社会移動については、 コ ロ ナ禍を経て東京一極集中が再び加速し ており 、 都

道府県レ ベルで捉える と 、 多く の道府県が転出超過と なる など 、 社会減は日本全体の

問題と なっていま す。 島根県においても 、 令和５ 年（ 2023 年） の数値は、 計画の 363

人の減に対し 1, 678 人少ない 2, 041 人（ R5 仮置） の社会減と なっていま す。  
 

ウ  第１ 期計画で掲げた時期に数値目標を達成する こ と は難し く なっている と 言わざる

を得ないこ と から 、 直近の実績値を踏ま え、 目標の達成時期をいずれも 10 年延長する

こ と と し ま す。  
 

エ 10 年と いう 考え方は、 合計特殊出生率において、 直近の実績値を起点と し て第１ 期

計画と 概ね同程度の進度で改善し ていく こ と を目指すも のであり 、 人口の社会移動も

同期間延長する も のです。  
 

総合戦略の長期の目標 

 

 

 

 

オ 長期の目標を達成する ために、 第２ 期計画期間に実現すべき 目標値を、 次のと おり

設定し ま す。  
 

  目標値 

数値目標 現況値 目標値 

合計特殊出生率 2023 年    1. 46 2029 年    1. 63 

人口の社会移動 2023 年 ▲2, 041 人( 仮)  2029 年 ▲1, 321 人( 仮) ※ 

 ※ 現況値の確定に伴い、 目標値は変動する 可能性があり ま す。  

 

カ 達成時期は遅れま すが、 目指す将来像を見据えた目標を掲げ、 人口減少対策に着実

に取り 組んでいき ま す。  

  

合計特殊出生率   2045 年ま でに 2. 07 （ 人口を維持する 水準）  

人口の社会移動   2040 年ま でに均衡 （ ±０ ）  

※R6 実績値の公表後に、 R6 の数値に修正のう え確定予定（ R6. 11 月予定）
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① 合計特殊出生率の実績値と 目標値 

 

 

 

② 人口の社会移動の実績値と 目標値 
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５  島根県の将来人口の推計（ 島根県人口シミ ュ レ ーショ ン 2025）  

数値目標の達成時期が遅れる こ と に伴い、 長期の人口推計にも 影響が生じ ま す。  

島根県の 2130 年の推計人口は、 第１ 期計画策定時の推計から 7. 1 万人減少し 、 36. 2 万

人と なり ま す。  

こ の推計値を少し でも 上回る よ う 、 取組を積み重ねていき ま す。  

 

2130 年ま での推計値 
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６  「 第２ 期島根創生計画」 の体系 
 

  

下線部： 変更箇所( ●を記載)  

将来像 柱 政策 施策
１ 　 魅力あ る 農林水産業づく り ( 1)  農業の振興

( 2)  林業の振興

( 3)  水産業の振興
２ 　 力強い地域産業づく り ( 1)  も のづく り ・ Ｉ Ｔ 産業の振興

( 2)  観光の振興
( 3)  地域資源を 活かし た 産業の振興
( 4)  成長を 支え る 経営基盤づく り
( 5)  産業の高度化の推進

３ 　 人材の確保・ 育成 ( 1)  多様な 就業の支援
( 2)  働き やすい職場づく り と 人材育成

１ 　 結婚・ 出産・ 子育て への支援 ( 1)  結婚への支援

( 2)  妊娠・ 出産・ 子育て への支援

( 1)  小さ な 拠点づく り
( 2)  持続可能な 農山漁村の確立
( 1)  牽引力のあ る 都市部の発展
( 2)  世界に誇る 地域資源の活用

３ 　 地域の経済的自立の促進 ( 1)  稼げる ま ち づく り
( 2)  地域内経済の好循環の創出

４ 　 地域振興を 支える イ ン フ ラ の整備 ( 1)  高速道路等の整備促進
( 2)  空港・ 港湾の機能拡充と 利用促進
( 3)  産業イ ン フ ラ の整備促進
( 4)  Ｉ Ｃ Ｔ ・ デジ タ ル化の推進

( 1)  地域生活交通を 担う 人材の確保

( 3)  道路等のイ ン フ ラ の整備や維持管理を
　 　 担う 人材の確保

１ 　 島根を 愛する 人づく り ( 1)  学校と 地域の協働によ る 人づく り
( 2)  地域で活躍する 人づく り
( 3)  地域を 担う 人づく り

２ 　 新し い人の流れづく り ( 1)  し ま ねの「 暮ら し 」 や「 魅力」 の情報発信
( 2)  若者の県内就職の促進
( 3)  Ｕ タ ーン ・ Ｉ タ ーン の促進
( 4)  関係人口の拡大

３ 　 女性活躍の推進 ( 1)  あ ら ゆる 分野での活躍推進
( 2)  安心し て 家庭や仕事に取り 組むこ と が
    でき る 環境づく り

１ 　 保健・ 医療・ 介護の充実 ( 1)  健康づく り の推進
( 2)  医療の確保
( 3)  介護の充実

２ 　 地域共生社会の実現 ( 1)  地域福祉の推進
( 2)  高齢者の活躍推進
( 3)  障がい者の自立支援
( 4)  子育て 福祉の充実
( 5)  生活援護の確保

１ 　 教育の充実 ( 1)  発達の段階に応じ た 教育の振興
( 2)  学びに向かう 力と 人間性を 高める 教育
　 　 の推進

( 3)  学びを 支え る 教育環境の整備
( 4)  青少年の健全な育成の推進
( 5)  高等教育の推進
( 6)  社会教育の推進

２ 　 ス ポーツ ・ 文化芸術の振興 ( 1)  ス ポ ーツ の振興
( 2)  文化芸術の振興
( 1)  人権施策の推進

( 2)  男女共同参画の推進

( 3)  国際交流と 多文化共生の推進
４ 　 自然、 文化･歴史の保全と 活用 ( 1)  豊かな 自然環境の保全と 活用

( 2)  文化財の保存・ 継承と 活用
１ 　 生活基盤の確保 ( 1)  道路網の整備と 維持管理

( 2)  地域生活交通の確保
( 3)  上下水道の整備と 維持管理
( 4)  都市と 地方の経済格差の是正
( 5)  竹島の領土権確立

２ 　 生活環境の保全 ( 1)  快適な 居住環境づく り
( 2)  環境の保全と 活用

１ 　 防災対策の推進 ( 1)  災害に強い県土づく り

( 2)  危機管理体制の充実・ 強化
( 3)  防災・ 減災対策の推進
( 4)  原子力安全・ 防災対策の充実・ 強化
( 1)  食の安全・ 生活衛生の確保
( 2)  安全で安心な 消費生活の確保
( 3)  交通安全対策の推進
( 4)  治安対策の推進

8 22 71

第
３
編
　
安
全
安
心
な
県
土
づ
く
り

Ⅶ 暮ら し の基盤を 支え る

Ⅷ 安全安心な 暮ら し を 守る

Ⅳ 島根を 創る 人を ふやす

( 4)  島根かみあ り 国ス ポ・ 全ス ポに向けた
　 　 人づく り

第
２
編
　
生
活
を
支
え
る
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

Ⅴ 健やかな 暮ら し を 支え る

Ⅵ 心豊かな 社会を つく る

３ 　 人権の尊重と 相互理解の促進

基本目標

人
口
減
少
に
打
ち
勝
ち
、

笑
顔
で
暮
ら
せ
る
島
根

第
１
編
　
人
口
減
少
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
総
合
戦
略

Ⅰ 活力あ る 産業を つく る

Ⅱ 結婚・ 出産・ 子育て の
希望を かな え る

Ⅲ 地域を 守り 、 のばす １ 　 中山間地域・ 離島の暮ら し の確保

２ 　 地域の強みを 活かし た 圏域の発展

５ 　 地域の生活基盤を 支え る 人材の
    確保 ( 2)  医療・ 介護・ 福祉サービ ス を 担う 人材

　 　 の確保

２ 　 安全な 日常生活の確保
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７  「 第２ 期島根創生計画」 の内容 

第１ 編 人口減少に打ち勝つための総合戦略 

 

Ⅰ 活力ある 産業を つく る  

島根の経済を 支えている 第１ 次、 第２ 次、 第３ 次産業の活力を 高め、 所得を 引き 上げ、 若者の雇

用を 増やし ま す。  

１  魅力ある 農林水産業づく り  
⑴ 農業の振興 

水田園芸を はじ めと する 農業の生産性・ 収益性の向上や、地域の特性を 活かし た特色ある

生産を 推進し 、 意欲のある 担い手が農業に取り 組みやすい環境を 整えま す。  

⑵ 林業の振興 
森林経営の収益力を 向上さ せ、 林業就業者を 安定的に確保・ 育成する こ と で、 利用期を 迎

えた森林の主伐を 促進し 、 循環型林業の定着・ 拡大を 図り ま す。  

⑶ 水産業の振興 
資源管理の推進や新たな ビ ジネス モデルの確立等によ り 、 企業的経営体の収益性向上に

よ る 経営強化と 、 沿岸漁業の就業者確保・ 活力再生を 図り ま す。  

 

２  力強い地域産業づく り   
⑴ も のづく り ・ Ｉ Ｔ 産業の振興 

技術革新やグロ ーバル化等の環境変化に対応可能な競争力強化や、 県内企業間の連携促

進など によ り 、 地域の特性を 活かし たも のづく り ・ Ｉ Ｔ 産業の発展を 目指し ま す。  

⑵ 観光の振興 
し ま ねの魅力を 最大限に活かし た観光地域づく り と 積極的な情報発信によ り 、 国内外か

ら の観光客の増加を 通じ て、 観光産業の活性化を 促進し ま す。  

⑶ 地域資源を活かし た産業の振興 
し ま ねの有する 豊かな自然や文化を 活用し た食品産業や伝統工芸など の競争力を 強化し 、

地域に根ざし た産業づく り を 進めま す。  

⑷ 成長を支える 経営基盤づく り  
中小企業・ 小規模企業の経営革新や事業承継など の持続的発展と 新たなチャ レ ン ジなど

を 支える 経営基盤の強化を 通じ て、 地域産業の成長を 促進し ま す。  

⑸ 産業の高度化の推進 
県内企業の再投資や県外企業の新規立地を 促すこ と によ り 、 県内産業の高度化と 雇用の

場の創出を 目指し ま す。  

 

３  人材の確保・ 育成 
⑴ 多様な就業の支援 

若者、 女性、 高齢者、 障がい者など への魅力ある 情報発信や就業機会の提供など によ り 、

それぞれの能力や経験など を 活かせる 県内就業を 促進し ま す。  

⑵ 働き やすい職場づく り と 人材育成 
職場環境の改善と 、 知識や技術の習得・ 向上の機会提供など によ り 、 誰も が生き 生き と 働

き 続けら れる 活力ある 職場づく り を 県内に広げま す。  

 

  

下線部： 変更箇所 
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Ⅱ 結婚・ 出産・ 子育ての希望を かなえる  

若い人達が安心し て島根で暮ら し 続けて、 子ど も を １ 人、 ２ 人、 ３ 人と 産み育てたいと 思う こ と

ができ 、 その希望を かなえる ための子育て支援の充実や、 働き やすい環境の整備を し ま す。  

１ 結婚・出産・子育てへの支援 
⑴ 結婚への支援 

結婚や家庭についての若い世代の理解と 関心を 高める と と も に、 多様な出会いの場を 増

やすこ と で結婚を 望む男女の希望を かなえま す。  

⑵ 妊娠・ 出産・ 子育てへの支援 
妊娠・ 出産・ 子育てに負担感や不安を 抱えている 多く の若い世代が、安心し て妊娠・ 出産・

子育てでき る よ う 妊娠期から 子育て期ま で切れ目ない支援体制を 充実し ま す。  
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Ⅲ 地域を 守り 、 のばす 

人口減少がいち早く 進んでき た中山間地域・ 離島と 人口が集積し た都市部が、 共存・ 連携し て共

に発展する 地域づく り を 進める と と も に、 それを 支える 社会基盤を 整備し ま す。  

１  中山間地域・ 離島の暮ら し の確保 
⑴ 小さ な拠点づく り  

中山間地域・ 離島において、 こ れから も 安心し て暮ら し 続ける こ と ができ る よ う 、 小さ な

拠点づく り（ 地域運営の仕組みづく り を 行う 取組や日常生活に必要な機能を 維持・ 確保する

取組） を 推進し ま す。  

⑵ 持続可能な農山漁村の確立 
農山漁村の有する 多面的機能に十分配慮し て、 農林水産業を 核と し た地域の生活が将来

にわたっ て維持でき る よ う な取組を 推進し ま す。  

 

２  地域の強みを活かし た圏域の発展 
⑴ 牽引力のある 都市部の発展 

山陰を 代表する 人口集積地である 宍道湖・ 中海圏域の県内各都市や、石見地方の各都市が、

それぞれの周辺を 含めた地域の中核と し て発展し 、 その効果が広く 波及する よ う な地域づ

く り を 進めま す。  

⑵ 世界に誇る 地域資源の活用 
日本を 代表し 、 世界に誇る こ と のでき る 数々の地域資源を 活用し た地域振興を 進めま す。 

 

３  地域の経済的自立の促進 
⑴ 稼げる ま ちづく り  

地域の特産品の販路拡大や観光資源の活用など によ り 経済と 人の流れを 生み出し 、 稼げ

る 地域を つく り ま す。  

⑵ 地域内経済の好循環の創出 
地域で消費する も のの生産と 地域内で生産する も のの消費を 喚起し 、 よ り 多く の資金が

地域内で循環し 、 波及効果が生ま れる 経済構造を つく り ま す。  

 

４  地域振興を支える イ ンフラ の整備 
⑴ 高速道路等の整備促進 

高速道路を 整備し て全国的な幹線ネッ ト ワ ーク と 接続する など 、 県内外の広域的な移動

時間を 短縮する こ と で、 全県的な活力と 経済発展につなげま す。  

⑵ 空港・ 港湾の機能拡充と 利用促進 
国内外への玄関口である 空港・ 港湾の機能を 拡充し 、よ り 一層の利用促進を 図る こ と で、

モノ や人の流れを 拡大し 、 産業活動の活性化につなげま す。  

⑶ 産業イ ンフラ の整備促進 
農林水産業を はじ めと し た産業の振興に必要なイ ンフ ラ の整備・ 更新を 加速する こ と で、

生産性・ 安全性の向上を 図り 、 県内産業の発展を 支えま す。  

⑷ Ｉ Ｃ Ｔ ・ デジタ ル化の推進 
I Ｃ Ｔ のあ ら ゆる 分野での利活用の促進及び行政における デジ タ ル化の推進によ り 県民

サービ ス の向上を 図る と と も に、 県民誰も がデジタ ルの恩恵を 享受でき る 環境を 整備し ま

す。  

 

５  地域の生活基盤を支える 人材の確保 
⑴ 地域生活交通を担う 人材の確保 

通勤、 通学、 通院、 買い物など 、 日常生活で地域交通を 利用する こ と ができ る よ う 、 こ れ

ら の運行を 担う 人材を 確保し ま す。  

⑵ 医療・ 介護・ 福祉サービス を担う 人材の確保 
住み慣れた地域で県民が安心し て医療・ 介護・ 福祉サービ ス を 受ける こ と ができ る よ う 、

こ れら を 担う 人材を 確保し ま す。  
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⑶ 道路等のイ ンフラ の整備や維持管理を担う 人材の確保 
道路等のイ ン フ ラ を 将来にわたっ て安全に利用し 続けら れる よ う 、 こ れら の整備や維持

管理を 担う 人材を 確保し ま す。  
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Ⅳ 島根を 創る 人を ふやす 

自分たちの生ま れ育っ た地域の価値について子ど も の頃から 学ぶ活動やＵ タ ーン・ Ｉ タ ーン 支援

によ り 、 島根に愛着と 誇り を 持ち、 将来の島根を 支える 人を ふやし ま す。  

１  島根を愛する 人づく り  
⑴ 学校と 地域の協働によ る 人づく り  

島根の子ど も たち一人ひと り に、地域に愛着と 誇り を 持ち、自ら の人生と 地域や社会の未

来を 切り 拓く ために必要と なる 「 生き る 力」 を 育みま す。  

⑵ 地域で活躍する 人づく り  
県民が、 ス ポーツ・ 文化芸術活動・ 健康づく り 活動や、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 ボラ ン ティ アなど の社会

貢献活動に参加し やすい環境づく り を 通し て、 地域で活躍する 人づく り を 推進し ま す。  

⑶ 地域を担う 人づく り  
人づく り の拠点と なる 公民館や県内の高等教育機関等と 連携し 、県内に残り 、地域づく り

に主体的に参画する 人づく り を 推進し ま す。  

⑷ 島根かみあり 国ス ポ・ 全ス ポに向けた人づく り  
令和12年に開催予定の島根かみあり 国ス ポ・ 全ス ポが、地域に根差し たス ポーツ 振興の機

会と なる よ う 、 選手や指導者の育成、 大会を 支える 人づく り を 推進し ま す。  

 

２  新し い人の流れづく り  
⑴ し ま ねの「 暮ら し 」 や「 魅力」 の情報発信 

島根の人や暮ら し など の魅力を 県内外や海外に分かり やすく 発信し 、 島根に関心を 持つ

人を ふやし ま す。  

⑵ 若者の県内就職の促進 
高校生や県内外に進学し た学生に、 県内産業やそこ で働く 人に触れる 機会など を 提供し 、

島根で働く 魅力を 伝え県内就職を 促進し ま す。  

⑶ Ｕタ ーン・ Ｉ タ ーンの促進 
Ｕ タ ーン・ Ｉ タ ーン 希望者への仕事や生活に関する 的確な情報提供や相談対応、島根暮ら

し 体験の機会提供、 市町村など と 連携し た定着支援によ り 、 移住・ 定住を 促進し ま す。  

⑷ 関係人口の拡大 
都市部にいながら 何ら かの形で島根と 関わり たいと 希望する 人々を 掘り 起こ し 、 県内で

の活動の場を 提供し て、 地域活性化への貢献や将来の移住につなげま す。  

 
 

３  女性活躍の推進 
⑴ あら ゆる 分野での活躍推進 

仕事や地域活動など 、 あら ゆる 分野において、 女性一人ひと り が、 本人の希望に応じ 個性

や能力を 十分発揮し ながら 活躍でき る 環境を つく り ま す。  

⑵ 安心し て家庭や仕事に取り 組むこ と ができ る 環境づく り  
子育て・ 介護支援や働き 続けやすい職場環境づく り の推進など によ り 、誰も が安心し て家

庭と 仕事を 両立さ せ、 充実し た生活が送れる 社会を つく り ま す。  
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第２ 編 生活を支える サービス の充実 

 

Ⅴ 健やかな暮ら し を 支える  

保健・ 医療・ 介護を 充実さ せる と と も に、 支え合いによ り 県民一人ひと り が生き がいを 持っ て安

心し て暮ら せる 地域共生社会の実現を 進めま す。  

１  保健・ 医療・ 介護の充実 
⑴ 健康づく り の推進 

県民自ら 健康づく り に取り 組める よ う 環境の整備を 進め、健康寿命の延伸を 図り 、健康長

寿日本一を 目指し ま す。  

⑵ 医療の確保 
医療機関相互の機能分担・ 連携や医療従事者の養成・ 県内定着を 進める こ と によ り 、 県民

が必要なと き に良質な医療が受けら れる 医療機能を 確保し ま す。  

⑶ 介護の充実 
医療・ 介護が切れ目なく 提供でき る 体制づく り を 進め、 高齢者等が生涯を 通じ て、 住み慣

れた地域で安心し て暮ら せる 社会を つく り ま す。  

 

２  地域共生社会の実現 
⑴ 地域福祉の推進 

公的サービ ス と ボラ ン ティ アや地域の活動の連携や、住民相互の支え合いによ り 、住み慣

れた場所で、 安心し て暮ら せる 社会を 目指し ま す。  

⑵ 高齢者の活躍推進 
人生100年時代を 見据え、 高齢者が生き がいを 持っ て地域の支え手と し て活躍でき る 社会

を 目指し ま す。  

⑶ 障がい者の自立支援 
障がいのある 人が、 住みたい地域で自立し た生活を 営むこ と ができ る 社会を つく り ま す。 

⑷ 子育て福祉の充実 
特別な配慮が必要な子ど も やその家庭への相談・ 支援体制を 充実し 、 その権利を 守り 、 社

会への自立を 進めま す。  

⑸ 生活援護の確保 
貧困など 様々な困難を 抱えた人など が自立し 安定し た生活を 送れる 社会の実現を 目指し

ま す。  
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Ⅵ 心豊かな社会を つく る  

教育の充実や、 ス ポーツ・ 文化芸術の振興など を 通じ て、 県民一人ひと り が生き 生き と 心豊かに

暮ら せる 社会を つく り ま す。  

１  教育の充実 
⑴ 発達の段階に応じ た教育の振興 

保幼小中高で連携を 図り ながら 、 確かな学力を 身に付け、 豊かな心を 育み、 自ら の未来に

向けて挑戦し 、 社会に貢献する 子ど も たちを 育てま す。  

⑵ 学びに向かう 力と 人間性を高める 教育の推進 
学校・ 家庭・ 地域が連携協力し 、 ふる さ と に愛着と 誇り を 持ち、 感性豊かで主体的に学び

続ける 子ど も を 育みま す。  

⑶ 学びを支える 教育環境の整備 
児童生徒の学びを 支え、安心し て学校生活を 送れる よ う 、教育的環境の形成と 施設の安全

確保に努めま す。  

⑷ 青少年の健全な育成の推進 
青少年が、社会の一員と し て必要な社会規範や自立性、豊かな人間性・ 社会性を 身に付け、

心身と も に健やかに成長でき る 社会を つく り ま す。  

⑸ 高等教育の推進 
県内高等教育機関と 連携し 、地域に密着し た研究活動や教育活動の充実を 図り 、地域社会

に貢献する 優れた人材を 輩出し ま す。  

⑹ 社会教育の推進 
県民一人ひと り が自主的・ 主体的に生涯を 通じ た学習に取り 組み、その成果を 社会生活で

生かすこ と ができ る よ う な社会を つく り ま す。  

 

２  ス ポーツ・ 文化芸術の振興 
⑴ ス ポーツの振興 

県民一人ひと り が、 それぞれの興味・ 目的に応じ 、 ス ポーツ に様々な形で参加し 、 楽し く

健康で生き 生き と 暮ら せる 社会を つく り ま す。  

⑵ 文化芸術の振興 
広く 県民が文化・ 芸術を 鑑賞し 、 参加し 、 創造し ながら 、 生き 生き と 心豊かに暮ら せる 地

域を つく り ま す。  

 

３  人権の尊重と 相互理解の促進 
⑴ 人権施策の推進 

県民一人ひと り が人権の意義や重要性を 認識し 、人権が尊重さ れ、偏見や差別のない住み

よ い社会を つく り ま す。  

⑵ 男女共同参画の推進 
県民一人ひと り が、性別に関わり なく 個性と 能力を 発揮でき 、共に支えあう 地域社会を つ

く り ま す。  

⑶ 国際交流と 多文化共生の推進 
外国人と の相互理解を 深め、多文化が共生し 、グロ ーバル化の進む社会で活動する 人材が

育つ地域を つく り ま す。  

 

４  自然、 文化・ 歴史の保全と 活用 
⑴ 豊かな自然環境の保全と 活用 

心豊かに暮ら すために身近な自然環境を 保全し 、 ま た、 人々の活動の舞台と し て、 歴史・

文化で彩ら れた自然景観や色々な動植物が生き る 自然環境の魅力を 活用し ま す。  

⑵ 文化財の保存・ 継承と 活用 
全国に誇る 島根固有の歴史・ 文化についての保存・ 継承と 、 調査研究を 進め、 その魅力を

県内外に積極的に発信し 、 歴史・ 文化を 通じ た人々の交流を 促し ま す。  
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第３ 編 安全安心な県土づく り  

 

Ⅶ 暮ら し の基盤を 支える  

県民の日常生活を 支える 地域生活交通など の生活基盤の確保や、暮ら し を と り ま く 豊かな環境の

保全に取り 組みま す。  

１  生活基盤の確保 
⑴ 道路網の整備と 維持管理 

道路の効率的・ 計画的な整備や維持管理によ り 、 県民の安心・ 安全、 快適な日常生活や産

業活動を 確保し ま す。  

⑵ 地域生活交通の確保 
通勤、 通学、 通院、 買い物など 、 県民の日常生活を 支える 鉄道や路線バス など の地域の交

通手段を 確保し ま す。  

⑶ 上下水道の整備と 維持管理 
ラ イ フ ラ イ ン であ る 上水道と 下水道の整備や維持管理によ り 、 県民の安全で快適な生活

環境を 確保し ま す。  

⑷ 都市と 地方の経済格差の是正 
都市と 地方の実質賃金の格差是正、 県民生活や県内事業者の経営に深刻な影響を 与える

為替水準の是正など 、 一地方では解決でき ない日本経済や日本社会全体の課題への対策を

国に求め、 都市と 地方の経済格差の是正を 目指し ま す。  

⑸ 竹島の領土権確立 
竹島問題の平和的解決と 竹島の領土権確立を 目指し 、 政府と 連携し て国民への啓発によ

る 世論形成や国際社会への情報発信を 行いま す。  

 

２  生活環境の保全 
⑴ 快適な居住環境づく り  

人口減少に対応でき る 公共施設の在り 方を 検討し 、必要な老朽化対策も 進めながら 、快適

な居住環境を つく り ま す。  

⑵ 環境の保全と 活用 
島根が誇る 豊かな環境の保全と 、その持続可能な活用を 進め、いつま でも 快適に過ご せる

社会を つく り ま す。  
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Ⅷ 安全安心な暮ら し を 守る  

県民の安全安心な暮ら し を 守る ために、 防災対策を 推進する と と も に、 食の安全を はじ めと する

安全な日常生活を 確保し ま す。  

１  防災対策の推進 
⑴ 災害に強い県土づく り  

道路防災対策、 治山治水対策、 土砂災害対策、 海岸保全対策等によ り 、 県民の生命、 身体

及び財産への被害の発生の未然防止や被害の最小限化を 図り ま す。  

⑵ 危機管理体制の充実・ 強化 
発生が予測でき ないテロ 事件や新興感染症など の危機に対し 、迅速・ 的確に対処でき る よ

う に体制を 充実・ 強化し 、 県民の生命、 身体及び財産の被害を 最小限にし ま す。  

⑶ 防災・ 減災対策の推進 
国、 市町村、 県民等と 一体と なっ て防災・ 減災対策に取り 組むこ と によ り 、 県民の生命、

身体及び財産への被害を 最小限にし ま す。  

⑷ 原子力安全・ 防災対策の充実・ 強化 
島根原子力発電所の周辺地域住民の安全確保を 最優先に、安全・ 防災対策に取り 組みま す。 

 

２  安全な日常生活の確保 
⑴ 食の安全・ 生活衛生の確保 

食品の生産から 消費に至る 一貫し た安全対策及び生活衛生関係営業の衛生環境を 確保す

る こ と によ り 、 県民の安全・ 安心な生活を 確保し ま す。  

⑵ 安全で安心な消費生活の確保 
消費者が社会や環境等に配慮し た商品・ サービ ス を 正し く 選択でき 、 ま た、 消費者がト ラ

ブルにあっ た場合の相談体制が整っ た環境を つく り ま す。  

⑶ 交通安全対策の推進 
交通安全県民運動や交通安全教育を 推進し 交通安全意識を 一層高め、 交通環境の整備や

交通指導取締り によ り 、 県民を 交通事故から 守り ま す。  

⑷ 治安対策の推進 
各種犯罪の検挙や、被害防止に役立つ情報発信等を 推進し 、県民が安全で安心し て暮ら せ

る 日本一治安の良い地域社会を 実現し ま す。  

 

 

 


